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　1-1. 背景及び目的
　1-2. 美里町立小学校統合基本計画策定のための体制及びプロセス
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1-1. 背景及び目的

　　美里町内には松久小学校、東児玉小学校、大沢小学校の 3 校があり、いずれも築
40 年以上が経過しています。耐震改修は実施済みですが、長寿命化改修は行われて
おらず、老朽化が著しい状況です。また、町内唯一の中学校である美里中学校の体
育館も同様に老朽化が進み、建て替えの時期を迎えています。

　　一方で、美里町では少子高齢化が進行しており、児童数は年々減少しています。
今後も町全体で人口減少と少子高齢化が続くと予測される中、子どもたちがより良
い環境で学び、成長できる学びの場の確保が求められています。

　　以上の背景を踏まえ、既存の 3 小学校を統合し、新たな小学校を開校するため「美
里町らしい教育」や「これからの時代にふさわしい学習環境」を取り入れた美里町
立小学校統合基本計画（以下「本計画」という。）を策定します。

　　本計画の策定にあたっては、美里町立小学校建設検討委員会（以下「建設検討委
員会」という。）を設置し、５回の建設検討委員会及び先進地視察を実施し、協議・
検討を行いました。さらに、広く地域住民の意見を収集するためにワークショップ
を 5 回実施し、得られた意見を反映し本計画をまとめています。

　　本計画は、「小学校適正規模等検討資料作成業務説明資料」や「美里町立小学校統
合準備委員会報告書」などを参照し、施設の規模や配置、備えるべき機能、位置、
整備スケジュール等の基本的な考え方を示すものであり、今後の基本設計および実
施設計を行う際の指針となります。

1. 美里町立小学校統合基本計画策定の要旨

■開校までフェーズと基本計画の位置づけ
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1-2. 美里町立小学校統合基本計画策定のための体制及びプロセス

(1) 計画策定に向けた体制
　　基本計画の策定にあたっては、美里町議会議員、教育委員会委員、行政区長、　
　PTA、既存小中学校の校長から構成される建設検討委員会及び基本計画策定業務
　受託業者と連携をとりながら検討を進めました。

　　　さらには、地域住民を対象としたワークショップを開催し、新統合小学校にお
　ける学びのあり方や、地域と学校の関係、中学生と小学生の関わり方など、参加
　者のみなさんと広く深く話し合いながら意見やアイデアを収集しました。

■本計画策定に向けた体制
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■建設検討委員会とワークショップの概要

  5/

  5/

  / 0

  /

  / 0

  8/

(2)
建設検討委員会とワークショップはそれぞれ全 5 回を交互に行い、それぞれに対し

フィードバックを施しながら、基本計画がより町の皆さんによって策定されたもの
となるように進めた。

(2) 建設検討委員会とワークショップ
　　建設検討委員会とワークショップを交互に行い、それぞれに対しフィードバッ
　クを行いながら、本計画がより多くの方々の意見が反映された計画となるような
　プロセスを踏みました。以下に建設検討委員会、ワークショップにて協議、議論
　された内容の概要を示します。ワークショップに関しては、「4 章 . 地域住民や子
　どもたちが求める新統合小学校のイメージ」や「付録 . ワークショップの内容な
　どについて」　にて詳細に掲載します。
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■建設検討委員会とワークショップの概要

  8/

  8/

  9/

  9/
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2. 上位計画の考え方
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■美里町総合振興計画の概要

　　美里町が掲げる (1) 第 5 次美里町総合振興計画、（2）美里町都市計画マスタープ
ラン、(3) 美里町教育振興基本計画に示された方向性と整合を図るとともに、そこ
で抽出された町の課題や目指すべき指針を参照しながら本計画を策定します。本計
画における特に参照すべき箇所をアンダーラインにて示します。

1-2. 上位計画の考え方と基本計画との関係
・美里町が掲げる (1) ～ (3) に示された方向性と整合を図るとともに、そこで
抽出された町の課題や目指すべき指針を参照しながら基本計画を策定する。

　(1) 第 5 次 美里町総合振興計画

(1) 第 5 次 美里町総合振興計画、(2) 美里町都市計画マスタープラン、(3) 美
里町教育振興基本計画をそれぞれ A4 に 1 ページでまとめる

　→保存先：I:\ マイドライブ \002_On Going Project\PRO_092_MIES 
pro\12_ 設計図書 \01_ 基本計画書 \link\ 上位計画

2.上位計画の考え方
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■美里町総合振興計画の概要
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■美里町都市計画マスタープランの概要

　(2) 美里町都市計画マスタープラン (2023 年 3 月 )
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■美里町教育振興基本計画の概要

　(3) 美里町教育振興基本計画
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■美里町教育振興基本計画の概要
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3. 美里町立小学校統合基本計画の前提条件と美里町の現状

　3-1. 美里町立小学校統合基本計画の前提条件
　3-2. 美里町及び既存小学校の現状
　3-3. 対象敷地及び周辺の状況
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3. 美里町立小学校統合基本計画の前提条件と美里町の現状
3-1. 美里町立小学校統合基本計画の前提条件

　(1) 敷地概要
　・敷地位置：埼玉県児玉郡美里町大字駒衣字南和田 1115 番地 1 外
　　　　　　　美里中学校敷地内
　 ・ 敷地面積：敷地 A→35,253.93 ㎡、敷地 B→12,276 ㎡、敷地 C→20,253 ㎡ (R7.9 現在 )
　・都市計画区域：都市計画区域内 ( 区域区分非設定 )
　・防火地域：指定なし
　・建ぺい率、容積率：60％、200％
　　※既美里中学校内の既存建物の床面積などは「6 章 . 各種関係法令及び条例」を参照

　(2) 本計画で新築を検討する建物
　・既存美里中学校の敷地内に新統合小学校を整備します。
　・小学校校舎、小学校体育館、中学校体育館を新築します。
　・必要に応じて付帯施設を新築します。
　
　(3) 本計画で解体する建物
　・既存美里中学校の多目的棟、技術教室棟、給食室棟、中学校体育館、プール及び
　　自転車置場を解体します。
　・必要に応じて、付帯施設 ( 部室、屋外トイレ、倉庫等 ) を解体します。

■敷地 A 現況図 ( 赤字は解体撤去予定物を示す )
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　(4) その他特記事項
　・児童生徒が安心して学ぶことができる環境を確保するため、既存美里中学校南側
　　の敷地を拡張することが望ましく、本計画では拡張がなされることを前提として
　　計画を行います。拡張の範囲は以下に示し、建物を新築することはできないもの
　　として計画します。
　・敷地には文化財包蔵地があり、該当範囲は建物を新築することができないものと 
　　して計画します。

■敷地拡張前配置図

■敷地拡張後配置図
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3-2. 美里町及び既存小学校の現状
　
　(1) 立地の特徴
　　　美里町は埼玉県北部地域に位置し、埼玉県児玉郡に属しています。南側には陣
　　見山、北側には赤城高原が位置し、町全体に河川や田畑が広がるなど、自然が豊
　　かな町です。

　(2) 交通の特徴
　　　道路は国道 254 号や県道 31 号を中心に、本庄市、寄居町を中心とした近隣の
　　他市町へ容易に移動することが可能です。さらに、寄居スマート IC を利用し東京
　　方面あるいは高崎方面へも容易に移動することが可能です。
　　　JR 八高線は八王子市と高崎市を繋いでおり、高校や大学等に通う学生が利用す
　　る電車となっています。

　(3) 既存の 3 校の小学校の特徴について
　　　美里町には松久小学校、東児玉小学校、大沢小学校の 3 つの小学校があります。
　　松久小学校は町の中心部に、東児玉小学校は町北側の田園の中に、大沢小学校は
　　町南側の山の麓に位置しており、それぞれ異なる環境下で学びが展開されていま
　　す。

■松久小学校外観 ■東児玉小学校外観 ■大沢小学校外観

■既存小学校の面積一覧表
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■土地利用計画図
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3-3. 対象敷地及び周辺の状況

　　本計画の対象敷地である美里中学校は美里町の中心部の駒衣エリアに位置してい
ます。周辺は田園に囲まれており、敷地は概ね整形で、平坦な土地です。

　　北側接道は幅員 11.7m で正門はその北側に位置します。北側正門は徒歩通学生徒、
自転車通学生徒 ( 正門前で降車 ) が登下校で利用しています。その他学校行事時に
は大型バスが進入し、連絡通路 1 に停車可能です。東側は幅員 9ｍの道路、西側は
幅員 4.5m の道路で、それぞれ通用門を設けています。

■撮影位置図



18
■前ページに示した位置から撮影した写真

① ②

③ ④

⑤ ⑥

⑦ ⑧
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⑨ ⑩

⑪ ⑫

⑬ ⑭

⑮ ⑯
■17 ページに示した位置から撮影した写真
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4. 地域住民や子どもたちが求める新統合小学校のイメージ

　4-1. ワークショップやアンケートから得ることができた特徴的な意見
　4-2. ワークショップやアンケートで見えた新統合小学校の全体像
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4-1. ワークショップやアンケートから得ることができた特徴的な意見

　　本計画策定にあたり、地域住民を対象としたワークショップを開催し、新統合小
学校における学びのあり方や、地域と学校の関係、中学生と小学生の関わり方など、
参加者のみなさんと広く深く話し合いながら意見やアイデアを収集しました。その
内容について、特徴的な意見を以下に整理しました。

　　※具体的な内容については、「付録 . ワークショップの内容などについて」を参照

　・子どもと大人が触れ合うことができる学校にしたい
　・地域住民も使うことができる学校にしたい
　・災害時でも安心して使うことができる学校、体育館がよい
　・アートを感じることができるカフェのような図書室が欲しい
　・児童生徒の逃げ場にもなる居場所が欲しい
　・美里町の歴史を知ることができる場所が欲しい
　・大きなホール空間が欲しい
　・校庭には木陰があって休める場所が欲しい
　・開閉式の壁などで臨機応変に場を変えることができる教室が欲しい
　・音楽室の音楽を聞きながらごはんを食べることができるランチルームが欲しい
　・校舎に囲まれた中庭や畑が欲しい
　・図書館は本を読むだけでなく、学習スペースや交流スペースとしても利用できる
　　場にしたい
　・厨房での給食調理の様子を見ることができるようにしたい
　・地元の食材を生かした地産地消の給食にしたい

　　さらにワークショップだけでなく、広く意見を集めるため、美里中学校の生徒に
対し、アンケートを実施しました。その内容について、特徴的な意見を以下に整理
しました。

　　※具体的な内容については、「付録 . ワークショップなどの内容について」を参照

　・リラックスや休憩できる場所が欲しい
　・悩みなどをケアできる場所が欲しい
　・交流できる場所が欲しい
　・自然と触れ合うことができる場所が欲しい

4. 地域住民や子ども達が求める新統合小学校のイメージ
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4-2. ワークショップやアンケートで見えた新統合小学校の全体像
　　「付録 . ワークショップなどの内容について」や前ページの内容から、地域住民が
求める新統合小学校のイメージを以下に整理しました。

　■地域に開かれ、地域・中学生・小学生が混ざり合う場や仕組みが求められている

　■学校全体を学び・遊びの場として捉え、教室や体育館などで多様な使い方ができ
　ることが求められている

　■学校としてだけではなく、美里町の活性化やまちづくりに寄与することが求めら
　れている

　■子ども達がゆっくり過ごしたり、落ち着いたり、その時々の心の状態に応じて居
　場所にできる空間 (場所 ) が求められている

　■地域とのつながりや心を育てる学校が求められている
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5. 新統合小学校の整備計画

　5-1. 小学校整備の方針
　5-2. 計画規模と必要諸室　
　5-3. 構造計画
　5-4. 環境設備計画
　5-5. 防犯、安全計画
　5-6. 配置、ゾーニング計画
　5-7. 建設検討委員会で得ることができた特徴的な意見
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5-1. 小学校整備の方針

　　

　　新統合小学校は、美里町の教育の拠点であると同時に町の拠点でもあります。ま
ちづくり、少子高齢化、農業、防犯など、町の取り組みや課題を学校の視点で捉え、
学校で行うことを町全体の活動へと繋げます。町で起こることを学校のこととして、
学校で起こることを町のこととして捉えることで、地域全体が豊かになる仕掛けを
つくります。

　　上記を踏まえた施設整備の方針は次のとおりです。

①新統合小学校は、地域に開かれた地域と共に育つ学校とします。学校敷地内及び建
物内には地域開放が可能なスペースを設け、児童生徒の日常の学びの中に地域の人々
が参加、協働できる仕掛けを整備します。

②新統合小学校は、既存美里中学校に隣接することから、児童生徒同士の交流や学び
合い、教え合いが生まれる学習環境を整備します。

③新統合小学校は、個別最適な学びと協働的な学びを実現する上で、多様な学習活動
にフレキシブルに利用可能な学習空間を整備します。

④新統合小学校は既存の３つの小学校が統合し、通学路通学時間の変化、学習環境の
変化により、開校初期は、児童 ( 及び既存美里中学校の生徒 ) に多大な影響が及ぶ
可能性があります。したがって、児童生徒同士及び地域住民との積極的な交流は、
段階的に進められるように配慮し整備します。

5. 新統合小学校の整備計画

　　建設検討委員会との協議や地域住民とのワークショップなどでの
意見から見えてきた統合小学校づくりのキーコンセプト

つながる育てる

混ざり合う

新統合小学校
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5-2. 計画規模と必要諸室
　(1) 計画規模について
　　  　新統合小学校建設にあたり、本計画で建設するいくつかの建物について計画規
　　  模を以下に記載します。

　　 ①新統合小学校校舎棟　　：木造　　　     2 階建て  約 5873 ㎡
　　 ②新小学校体育館棟　　　：木造 +RC 造   1 階建て  約 1000 ㎡
　　 ③新中学校体育館棟　　　：木造 +RC 造   2 階建て  約 1400 ㎡

　(2) 新統合小学校必要諸室について
　　 　(1)①新統合小学校校舎における必要諸室を次ページの表に記載します。
　　 なお、校舎には学童を併設し、運用方法やセキュリティなどについては基本設計

　 以降に検討するものとします。

　　 　(1)②新小学校体育館棟、(1)③新中学校体育館棟は、一般的な体育の授業や部
　活動を行うことが可能な諸室構成とします。児童生徒の日常の利便性や災害時の
　利用を考慮して、それぞれの体育館は独立した別棟の体育館として配置します。
　また、豪雨等による一時避難の際は、避難物資等は美里町役場の備蓄倉庫から各
　避難所へ輸送されます。したがって災害用の大きな備蓄倉庫は不要ですが、既存
　多目的棟に現在保管されている簡易ベッドや災害食を保管可能な倉庫 ( 約 36 ㎡ )
　を確保することとします。
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5-3. 構造計画
　(1) 新統合小学校校舎棟について
　　 　新統合小学校は、地元産材 ( 可能な限り美里町産材 ) を利用した木造とします。
　　 なお、地元産材の木材利用については、伐採時期や利用樹種、利用総量を考慮し、

　スケジュールや工法を検討することとします。

   (2) 小学校体育館棟、中学校体育館棟について
　　 　小学校体育館棟、中学校体育館棟は、地域住民による災害時利用が考えられる

　ことから、視覚的にも安心感を与える構造形式とし、床壁は RC 造、屋根は地元
　産材を利用した木造とします。

   (3) 上記 (1)(2) は下記に記載する構造形式比較により決定しました。
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5-4. 環境設備計画
　　新統合小学校校舎、新小学校体育館、新中学校体育館では省エネルギーに配慮し

つつ、エコスクール認定を取得すべく、ZEB 化 ( もしくは ZEBready+ 将来的な
ZEB) を目指します。

　(1) 電気設備計画
　　  ①電灯コンセント設備
　　　・各室の用途に適した照度設定で、LED 照明器具を選定します。
　　　・屋内、屋外に適宜コンセントを設けます。

　　  ②電話・LAN 設備
　　　・館内ネットワークを構築し、施設内にアクセスポイントを計画します。
　　　・ICT 教育と絡めた多様な学びが展開可能な計画とします。

　　　③誘導支援設備
　　　・外部インターホンを設置し、職員室に親機を計画します。

　　　④テレビ共同受信設備
　　　・屋上、若しくは外壁にアンテナを設置し、各所のＴＶ端子までの配管配線を

　　　行います。
　　　
　　　⑤放送設備
　　　・館内放送を目的とした業務放送用アンプを職員室に計画します。

　　　⑥消防設備
　　　・消防法に準拠し、自動火災報知設備、屋内消火設備など、各種消防設備を
　　　　計画します。

　　　⑦防犯カメラ設備
　　　・外部からの出入口に防犯カメラを設け、職員室に録画装置、モニターを計画

　　　します。



29

　
　(2) 機械設備計画
　　  ①空調設備
　       ・省エネルギーに配慮して、高効率機器の設置や個別制御性等に配慮した計画

　　  とします。
　       ・中学校体育館棟、小学校体育館棟いずれも空調室とします。
　　　・小学校校舎棟の廊下等の非居室は、今後基本設計以降で協議することとします。

　　　②換気設備
　　　・居室は建築基準法に準拠した計画とし、省エネルギーに配慮した計画とします。
　　　
　　　③給水排水給湯設備
　　　・各所必要に応じて設置するものとします。
　　　・排水は既存浄化槽を調査し、人槽が足りなければ撤去新設します。
　　　・冷水器等を設置します。

　　　④衛生器具設備
　　　・バリアフリーに配慮した計画とします。
　　　・省エネルギーに配慮した節水型の器具や用途に応じた器具を設置します。

　　　⑤消防設備
　　　・消防法に準拠し、自動火災報知設備、屋内消火設備など、各種消防設備を計

　　　画します。
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5-5. 防犯、安全計画
　　新統合小学校は美里町の教育の拠点であると同時に町の拠点でもあります。
　　したがって、児童生徒の安全性を担保するのはもちろん、町の安全をつくる拠点

として計画します。

　　将来的に地域開放することが想定される多目的・交流の場では、地域住民と児童
生徒が顔見知りになったり、共に活動することで、防犯意識や互助意識の向上に繋
がる仕掛けを検討することとします。また外構計画としても外部へ閉じた学校では
なく、植栽帯等によって緩やかに外部と繋がることも可能な計画とします。一方で、

　低学年や特別支援学級の児童にもわかりやすく、視覚的に認識できるセキュリティ
や境界を計画します。

　　地域開放にあたり、校舎への出入り動線は基本的には玄関ホールのみに絞り、必
ず職員室から見える動線計画とします。

　　さらに車両動線計画は、歩車分離を徹底しながら、通学バスや保護者の送迎車両、
厨房への搬出入動線などを考慮します。

　　また、緊急時にはグラウンドに直接救急車両や消防車両が進入できる計画としま
す。
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5-6. 配置、ゾーニング計画
　　建設検討委員会との協議や地域住民とのワークショップでの意見をふまえ方針を

策定しました。
　　また、ゾーニング図を次頁に記載し、主な考え方を下記にて整理しました。

■全体配置計画
　・新統合小学校校舎は既存美里中学校の東側に隣り合うように配置し、西側を中学

　校エリア、東側を小学校エリアとする、わかりやすい配置計画とします。
　・新中学校体育館は西側に配置し、中学校校舎から近い位置に配置します。
　・既存美里中学校校舎、新統合小学校校舎の南側には小学生用グラウンドを配置し、

　200m トラックを確保します。

■車両動線計画
　・敷地内及び周辺は歩車分離を徹底することとします。
　 ・東側に、特別支援学級用駐車場、学童用駐車場、小学校体育館 ( 地域開放用 )
　    駐車場、バス停留用駐車場、学校行事用駐車場を配置します。
　・西側に、教員来客用駐車場、中学校体育館 ( 地域開放用 ) 駐車場を配置します。
　・北東側には通学バスによる送迎用の待合所を配置します。
　・バス停留用駐車場は中型バスが最大 15 台停留可能な計画とします。
　 ・厨房、特別支援教室、学童、小学校体育館、中学校体育館にはそれぞれ駐車場及

　び別玄関口を設け、それぞれは個別に区画できる計画とします。  

■各室のゾーニング計画
　・玄関ホール、ランチルーム、図書室、ものづくり空間を内包した「多目的、交流

　の場」は、既存美里中学校校舎と新統合小学校校舎を繋ぐ場として機能するよう
　な配置とします。

　・「多目的、交流の場」は特別教室、職員室、1,2 年生普通教室とつながる計画とし
　ます。

　・別動線を確保する必要のある特別支援教室、学童、小学校体育館は東側の駐車場
　側に配置します。

　・3 ～ 6 年生の普通教室は 2 階に配置します。
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■ゾーニング図
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5-7. 建設検討委員会で得ることができた特徴的な意見
　　建設検討委員会ではこれまで記載した内容以外にも、多くのご意見を頂きました。
　その中でも特徴的な意見について以下に整理しました。

　・児童にとっての空間であることはもちろん、新統合小学校で働く教職員にとって
　も働きたいと思わせる学校になれば、教育もさらに伸びていくと思う。

　・フレキシブルな空間がこれからの教育には必要になってくる。児童生徒がこれか
　ら減っていくことが予想されるため、将来的に新陳代謝を図ることができる校舎
　をつくっていくべきだと思う。

　・図書室が中心にあり、小学生児童と中学生生徒が交流できるのは互いにメリット
　があると思う。

　・将来的には 5~6 年生は中学校の空き教室を利用することも考えられる。結果的に
　新統合小学校内に空き教室が生まれるが、そこを地域開放できるような仕組みが
　欲しい。

　・多目的・交流の場は、各教室を繋ぐハブとして機能するような動線計画としてほ
　しい。

　・新統合小学校開校時に、既存の中学校の図書室は廃止し、新統合小学校内の図書
　館で一元化した方がよいと思う。

　・木の温もりを感じることができるような校舎がよい。
　・敷地内外の境界は植栽や地面の仕上などで明確に分けながらも、外から教育活動

　が見えるとよいと思う。
　・人工芝のグラウンドが整備できるとよい。
　・現在中学校の保護者の送迎は、北側駐車場を利用しているが、歩行者、自転車、　

　自動車をそれぞれ分離した配置がよい。
　・図書室が中心にあると自然に集まりやすいと思う。また、自習スペースのような

　ものができ開放できれば、高校生が帰りに寄って勉強することもできるのではな
　いか。

　・シンボリックなものを作るのであれば、図書室としてだけでなく、ものづくり、　
　　ランチ、地域交流など、固定の用途として使うのではなく、様々な用途で使える

　ような空間設計を考える必要がある。
　・ピアノをランチルームと同じ空間に置くのも良いと思う。視察先では音楽室とラ
　　ンチルームが一緒になっていて素敵だと思った。
　・バスの乗降場所、停留所、保護者の送迎、小中学校の資源回収なども考慮し、広

　い駐車場があった方がよい。
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6.各種関係法令及び条例



35

   

(

(

(

(

(

 53   S/H/R

(

( (

(

(            

(

(

(

(

S/H/R

/R       

 

  

   S/H/R

6.各種関係法令及び条例
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7. 国庫補助金及び地方債
　7-1. 検討する各補助金・地方債の概要
　7-2. 採用を想定する補助金利用の組合せ
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7. 国庫補助金及び地方債

2

1

3

4

5

6

7

7-1. 検討する各補助金・地方債の概要
　　　本計画の実現にあたり、利用可能な計 7 項目の補助金及び地方債についてリス

　トアップし、下記に概要をまとめました。さらに次べージからは各補助金及び地
　方債についてより具体的な内容を記載します。

■検討する補助金及び地方債の概要
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　公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学
校の小・中学部における校舎・屋内運動場（体育館）等を新築又は増築する場合等
に、その経費の一部を国が負担することによってこれらの学校の施設整備を促進し、
教育の円滑な実施を確保するものです。
(義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第3条)

　文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省が連携協力して、学校設置者であ
る市町村等がエコスクールとして整備する学校を「エコスクール・プラス」として
認定するものです。認定を受けた学校が施設の整備事業を実施する際に、関係各省
より補助事業の優先採択などの支援を受けることができます。
　また、「地域脱炭素ロードマップ」に基づく脱炭素先行地域などの学校のうち、
ZEB Readyを達成する事業に対し、文部科学省から単価加算措置（８％）の支援を
受けることができます。
（脱炭素先行地域以外の学校に対してはZEB Readyの達成に加え、将来的に『ZEB』
を達成する計画のある学校を対象とする措置があります。）

1.公立学校施設整備費負担金(文部科学省)

2.エコスクールプラス(文部科学省)

※注意点
・年度をまたぐ計画等、設計着手・工事着工の時期は協議・補助金の算定に必要な必
　要面積や単価の詳細は別途行政配布資料の確認が必要になります。
・地域木材の利用
　→総事業費に補助率(最大総事業費の1/2)をかけたものに、補助単価加算されます。
　 （補助単価率は非公表）

※注意点
・エコスクールプラスの申請は各補助事業スケジュールに沿って行われます。
・ZEB Ready を達成した場合、補助単価が加算されます。（8％程度）
・建物建設時は 、ZEB Ready の達成 が必須で、将来的に ZEB にする計画書の策定が
　必要です。
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　「地域脱炭素ロードマップ」、「地球温暖化対策計画」及び「脱炭成長型経済構
造移行推進戦略」等に基づき、民間と共同して意欲的に脱炭素に取り組む地方公共
団体等に対して、地域の脱炭素への移行を推進するために本交付金が交付され、複
数年度にわたり継続的かつ包括的に支援するものです。
これにより、地球温暖化対策推進法と一体となって、少なくとも100か所の「脱炭素
先行地域」で、脱炭素に向かう地域特性等に応じた先行的な取組が実施されるとと
もに、脱炭素の基盤となる「重点対策」が全国で実施され、国・地方連携の下、地
域での脱炭素化の取組が推進されるものです。

(1)地域脱炭素移行・再エネ推進交付金
　 ①脱炭素先行地域づくり事業に取り組む地方公共団体等を交付金により支援する
　　ものです。
　 ②重点対策加速化事業に取り組む地方公共団体等を交付金により支援するもので
　　す。
(2)特定地域脱炭素移行加速化交付金【GX】
　 民間裨益型自営線マイクログリッド等事業に取り組む地方公共団体等を交付金に
　より支援するものです。
(3)地域脱炭素施策評価・検証・監理等事業
　 脱炭素先行地域・重点対策加速化事業を支援する交付金についてデータ等に基づ
　き評価・検証が行われ、事業の改善に必要な措置が執られるとともに、適正かつ
　効率的な執行監理を実施するものです。

　ZEBの更なる普及拡大のため、新築／既築の建築物ZEB化に資するシステム・設
備機器等の導入を支援するものです。なお、ZEBの基準を満たすと共に、計量区分
ごとにエネルギーの計量・計測を行い、データを収集・分析・評価できるエネルギ
ー管理体制を整備することや、需要側設備等を通信・制御する機器を導入すること、
新築建築物については再エネ設備を導入すること、ZEBリーディング・オーナーへ
の登録を行い、ZEBプランナーが関与する事業であること等の補助要件が設けられ
ています。
　また、補助対象事業者が締結した建築物木材利用促進協定に基づき木材を用いる
事業、CLT等の新たな木質部材を用いる事業については優先採択枠が設けられてい
ます。 

3.地域脱炭素推進交付金「脱炭素先行地域づくり事業」(環境省)　

4.二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
 「建築物等の ZEB 化・省 CO2 化普及加速事業」(環境省)

※注意点
・合計 100 地域を上限に採択される予定で、現在 81 地域/100 地域採択済です。
・2025 年度の募集で最後になる可能性が高いです。

※注意点
・エコスクールプラスが選定評価段階で考慮されます。
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　林業・木材産業循環成長対策交付金は、木材需要に的確に対応できる安定的・
持続可能な供給体制の構築のため、木材加工流通施設の整備、路網の整備・機能強
化、高性能林業機械の導入、搬出間伐、木造公共建築物等の整備等や、再造林の低
コスト化に向けた取組への支援等、川上から川下の取組を総合的に支援するもので
す。
1．循環型資源基盤整備強化対策 等
　  循環型林業の推進に向け、搬出間伐の実施や路網整備、再造林の低コスト化等
　  の取組を一体的に支援するとともに、高性能林業機械の導入等の取組を支援す
　  るものです。

2．木材需要拡大・木材産業基盤強化対策
　  木材需要の拡大及び木材産業の基盤強化に資する、公共建築物等の木造・木質
　  化、木材加工流通施設の整備等を支援するものです。

　カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅・建築物の省エネ化を推進するため、
省エネ性能の高い住宅・建築物の整備や、既存住宅の改修等を総合的に支援する事
業(住宅・建築物等カーボンニュートラル総合推進事業)です。

①LCCM住宅整備推進事業（新規事業）ライフサイクル全体を通じたCO2排出量を
　マイナスにする住宅（ＬＣＣＭ住宅）の整備を支援（補助率1/2）するもの
②地域型住宅グリーン化事業　中小工務店等によるＺＥＨ（ゼロ・エネルギー・ハ
　ウス）の整備等を支援（補助率1/2）するもの
③優良木造建築物等整備推進事業（新規事業）主要構造部に木材を積極的に使用し
　た非住宅建築物・中高層住宅の整備を支援(補助率1/2)するもの
④長期優良住宅化リフォーム推進事業　既存住宅の長寿命化や省エネ化等に資する
　性能向上リフォームを支援（補助率1/3）するもの
⑤住宅エコリフォーム推進事業（新規事業）既存住宅の省エネ改修を支援（補助率
　11.5%等）するもの

5.林業・木材産業循環成長対策交付金
　「木材需要拡大・木材産業基盤強化対策」（農林水産省）

6.優良木造建築物等整備推進事業

※注意点
・次の①又は②を満たす建築物は特にモデル性の高いものとして評価されます。
　①：CLT 又はLVL を構造耐力上主要な部分に 1/2 以上使用しているもの
　②：耐火建築物又は 3 階建木造準耐火建築物

・公立小中学校の校舎木造化は基本的に補助対象外の為、公共建築物と認定される為
　に協議が必要です。
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　過去に建設された公共施設等が今後、大量に更新時期を迎える一方、地方団体の
財政は依然として厳しい状況にあります。そのため、地方団体において、長期的な
視点をもって施設の更新適正管理推進事業債・統廃合・長寿命化などに取り組める
よう、「公共施設等適正管理推進事業債」により取組を推進するものです。

① 集約化・複合化事業・ 延床面積や維持管理経費等の減少を伴う集約化・複合化
　 事業
② 長寿命化事業
　・ 公共用の建築物施設の使用年数を法定耐用年数を超えて延長させる事業
　・ 社会基盤施設所管省庁が示す管理方針に基づき実施される事業
　　（一定規模以下等の事業）
　　道路、河川管理施設（水門、堤防、ダム（本体、放流設備、観測設備、通報設
　　備等））、砂防関係施設、海岸保全施設、港湾施設、都市公園施設、空港施設、
　　治山施設・林道、漁港施設、農業水利施設・農道・地すべり防止施設
③ 転用事業公共施設等
④ 立地適正化事業
⑤ ユニバーサルデザイン化事業
⑥ 除却事業

7.公共施設等適正管理推進事業債(総務省)

※注意点
・集約化・複合化事業が適しています。
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6

7

7-2. 採用を想定する補助金利用の組合せ

　(1)各補助金等の補助対象項目・補助率等を下記にて整理します。

■検討する補助金及び地方債の採択率等
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W
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1

3

4

5

6

7

　【1.公立学校施設整備負担金】+【2.エコスクールプラス】（最大 54％）
　　　　　　　　　　　　+
　【7.公共施設等適正管理推進事業債】（最大 20.7％）　→補助率 74.7％

※注意事項
・エコスクールプラスの ZEB Ready の達成→補助単価加算を 8％として計算
・標準仕様に対する補助率が 1/2 の為、面積や仕様が高額になると補助率は下がる

　(2)各補助金等を補助率、申請日程、本計画との適合条件等から評価を行いました。
　　　 結果として本計画では、1.公立学校施設整備負担金+2.エコスクールプラス+
　　7.公共施設等適正管理地方債の組み合わせが適正であると考えられます。

■採用を想定する補助金及び地方債の評価



20mm
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8. 事業スケジュール
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　 今後のスケジュールについて、以下に整理します。　

　 ・DB 事業者選定：DB( デザインビルド ) 方式による事業者の選定を行います。
　・基本設計：基本計画に基づき、建物の仕様・構造・設備等の具体的内容を整理し、
　　基本設計図書にまとめます。
　・実施設計：基本設計に基づき、設計内容を確定させ工事用に実施設計図書をまと

　めます。
　・開発・造成等事前協議：実施設計業務と平行して、建築確認と関連する各種協議・
　　手続きを進めます。
　・建築確認：建物の建築許可取得のため、実施設計業務と平行して、確認済証の取
　　得のための手続きを行います。
　・解体・建設：解体工事・建設工事と平行して現場定例会議や各種検査など工事管  
 　   理と工事監理を同時に行います。
　・各種検査関係：事前協議や建築基準法、消防法等の検査を行います。
　・引越、開校準備：各種検査完了後合格後、開設に向けて準備を行います。

8. 事業スケジュール

■今後のスケジュール



20mm

47

9. 事業概算工事費
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( ㎡ )

　　事業概算工事費を以下に整理します。なお、本計画は①増築 (新築 ) 建物建設費、
②解体費、③付属建物建設費、④外構整備費の 4項目に分けて計上します。

　　概算に対して、複数の根拠を基に下記概算工事費を算出しました。なお、基本設
計以降も引き続き精査し詳細な金額を検討することとします。

　

9. 事業概算工事費
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付録 . ワークショップの内容などについて

　付録 -1. 第 1 回ワークショップについて
　付録 -2. 第 2 回ワークショップについて
　付録 -3. 第 3 回ワークショップについて
　付録 -4. 第 4 回ワークショップについて
　付録 -5. 第 5 回ワークショップについて
　付録 -6. 中学生アンケートについて
　付録 -7. 美里町立小学校建設検討委員会設置要綱及び委員名簿
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付録 . ワークショップの内容などについて

付録 -1. 第 1 回ワークショップについて「未来の美里町について語ろう」
　(1) ワークショップ概要
　　・開催日：5/24　13:30~
　　・3 つのテーマ「まち ( 学校 ) の思い出、まちの宝物」「まち ( 学校 ) でいまやり
　　　たいこと」 「まち ( 学校 ) の未来こうなってほしい」について、まちからの視点
　　　と学校からの視点で議論し、付箋に思いを書き、グループごとにまとめました。
  　  ・集まった付箋に対し、参加者それぞれがいいねシールを貼り、共感の多い意見
　　   を抽出しました。
　　・抽出された意見を基に、グループごとにタイトルをつけ整理しました。

 

■第 1 回ワークショップの実際の様子
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　(2) ワークショップ結果

■A 班のアウトプットシート

■B 班のアウトプットシート
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■C 班のアウトプットシート

■D 班のアウトプットシート
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■E 班のアウトプットシート

■F 班のアウトプットシート
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■G 班のアウトプットシート
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　(3) ワークショップのまとめ
　　　全 7 グループから出た意見の中で、いいねシールが 3 票以上貼られた意見にお
　　いて、　まち・学校に分けて下記表にて整理しました。その中でも特徴的な意見や
　　同類の意見として整理できる内容を以下に記述します。

　　< まち >
　　・子どもが遊ぶことのできる場所や公園が少ない
　　・既存小学校、児童館などの既存ストックを利用した地域イベントがしたい

　　< 学校 >
　　・生徒児童が共に学び合える場が欲しい
　　・生徒児童と地域の大人が交流できる場が欲しい
　　・児童生徒、町民が利用できるランチルームが欲しい
　　・児童生徒、町民が参加できるイベントがしたい

 

■まち、学校 2 つの視点からみるワークショップの結果
55

凡例
班・テーマの色・票数 ) 内容
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付録 -2. 第 2 回ワークショップについて「学校のこと、町のことを考えよう」
　（１) ワークショップ概要
　　　・開催日：6/29 　13:30~
　　　・第 1 回のワークショップを踏まえ、３つのテーマ「美里らしい教育」「人と地
　　　　域とつながる学校」「なんでもできる学校」を設定しました。それぞれのテー
　　　　マについて 2 つのグループが別々に議論をし、付箋に意見を書きました。
　　　　その後自身とは異なるグループとそれぞれのグループで出た内容について議
　　　　論をしました。
　　　・集まった付箋に対し、参加者それぞれがいいねシールを貼り、共感の多い意
　　　　見を抽出しました。
　　　・抽出された意見を基に、グループごとにタイトルをつけ整理しました。
　

 

■第２回ワークショップの実際の様子
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6/A3/D3
6/A3/D3

9/A5/D4 ” ”

7/A2/D5

6/A2/D4

5/A3/D2

8/A4/D4
6/A3/D3
6/A3/D3

7/A4/D3

7/A4/D4
9/A2/D7

8/A3/D5

9/A6/D3

5/A2/D3

ICT

　（２) ワークショップ結果

■美里らしい教育のまとめ結果

凡例
総評数 /A班での票数 /D班での票数 /内容
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C

11/C3/F8 7/C3/F4

5/C3/F2/
5/C2/F3/

9/C4/F5

6/C4/F2

15/C8/F7

10/C6/F4
8/C4/F4
7/C5/F2
6/C4/F2

11/C4/F7

9/C6/F3

13/C6/F7
9/C6/F3

9/C4/F5
16/C10/F6

8/C4/F4/15/C6/F9

■人と地域とつながる学校のまとめ結果

凡例
総評数 /C 班での票数 /F 班での票数 /内容
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6/B0/E5
5/B4/E1

9/B3/E6
6/B2/E4

5/B2/E3

6/B4/E2

5/B1/E4
5/B3/E2

12/B5/E7

5/B1/E4

7/B3/E4

5/B0/E5

8/B2/E6

6/B2/E4

5/B2/E3

7/B2/E5

5/B3/E2

7/B5/E2

■なんでもできる学校のまとめ結果

凡例
総評数 /B 班での票数 /E 班での票数 /内容
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6/A3/D3
6/A3/D3

9/A5/D4 ” ”

7/A2/D5

6/A2/D4

5/A3/D2

7/A4/D4
9/A2/D7

9/A6/D3

6/A3/D3
6/A3/D3

5/A2/D3

7/A4/D3
ICT

/
/

/

C

■全テーマにおけるまとめ結果

　(3) ワークショップのまとめ



付録-3.第 3回ワークショップについて「中学校と小学校の多様な学び環境を考えよう」
　（１) ワークショップ概要
　　・開催日：8/2　13:30~
　　・用途ごとに色分けした粘土を用いて、対象敷地にゾーニング計画を行いました。
　　　粘土の伸びる、縮む、分割できる、などの特性を生かして自由にゾーニングを
　　　していただきました。
　　・上記に対する意見やコメントをフラッグに記載し、ゾーニングだけでなく、　　
　　　そこに込める意図や思いを詰め込みました。
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■第３回ワークショップの実際の様子



　(2) ワークショップ結果

可動式壁

セキュリティ

地域・スポーツ避難場所

A, 地域の玄関ゆたかな交流がうまれる学校

イベントスペース（マル
シェ、お祭り、発表会、
屋根が欲しい）

小学校、中学校、地域の
交流・ふれあい（放課後）

一般・地域の趣味
（コンサート）

玄関又は通路
（全員がここを通る）

地域の人も中学生も小学生も通る
玄関を作り交流の場にしたい

中庭からドアを開けたとき
に体育館、音楽室、食堂が
見えるようにしたい

全体に関する意見
・中庭を作って周りを建物
　が囲むことで解放感を作
　りたい
・放課後に図書館と体育館
　を地域の人に解放したい
・玄関の近くに図書館を置
　きふれあいの場にしたい
・ランチルームでご飯を食
　べながら音楽室の音楽を
　聞きたい

B, 町・小・中が混ざり合う学校

音楽室② 家庭科室も小・中で共用しよう！

音楽室①
地域の方も一緒に参加できる

図書室

屋上から美里を知ること
ができるね

学童
ランチ

小学校の図工室をいかして
A・B の 2 部屋を使おう 中学の校舎に小学校も使う

施設を入れて小・中の子ど
もたちを混ぜる

現図書館を理科室 1,2 として
小・中で共有しようね 美里の景色を

全教室から
楽しめるよ！

放課後カフェ
地域も中学生も店員さん !?

ランチルームは放課後にカフェとして
運営して中学生も手伝いとして参加で
きるようにしたい

音楽室を中学校、小学校のどちらにも置く
ことで交流を作りたい

屋上に行きたいけど
いけないので最上階
に普通教室を作るこ
とで気分だけでも感
じれるようにしたい

多目的室は吹き抜けにして
ライブ等をしたい

全体に関する意見
・ランチルーム、図書館は
　地域に解放したい
・1,2 年生は上に行くのが
　大変なので 1FL に教室を
　置きたい
・特別教室を用途に応じて
　 2 つ　に分けていろいろ
　なことができるようにし
　たい
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■A 班のワークショップのまとめ内容

■B 班のワークショップのまとめ内容



中学生に向けて
5・6 年生は中
学校校舎で授業 1FL で地域の

人、中学生も
共有できる

C, みんなで「楽しいこと」を作りあげる 学校

天文観測

入口から近い支援教室

2FL のピアノを
活かした音楽室 誰でも使える

ランチルーム 南側からも校庭
に出やすい出入口

みんなで作る畑・庭・自然

市民も使える図書館、吹抜け
町民も使える冷暖房完備

中学 3 年生、
小学 1,2 年生との交流

子どもたちのオブジェ
（旧校舎の廃材を使用）

調理室と連携で
きる家庭科室

畑をみんなでお世話したい

校庭に出やすいようにしたい

1FL に中学生と小学生
が使うランチルームを
作り一緒に食べられる
ようにしたい

調理室と家庭科室を連携
させて地域の人が作った
ものをランチルームで食
べることができるように
したい

特別支援教室は正門
の近くに置きたい

中学 3 年生を小学 1,2 年生の
近くにして手助けをできるよ
うにしたい

中学校の 2FL にあるいい
ピアノを活用して音楽室
を作りたい

屋上に天体観測
などもできる
施設をおいて
景色を楽しめる
ようにしたい

中学生になれるために5,6 年生は
中学校で過ごしてギャップを埋
められるようにしたい

3 校からの廃材を集めてオブ
ジェを作り思い出としたい

地域の人も使える
体育館を作りたい

学童の人が雨でも遊びな
がら過ごせるようにしたい

全体に関する意見
・人との交流を大事にしたい
・コの字型の校舎にしてその
　中に畑を作りたい

体育館と併設の学童

D, まあるいホールがつなぐ小中一かんの学校

学童は駐車場の近く

中学との渡り廊下

吹き抜けで広く

特別教室は１階

荷物の出し入れが楽

特別支援教室は静か

家
庭
科

図
工

理
科

音
楽

搬入門

中学校で小学生も勉強
吹き抜けとは 2 階まで
広がっていること

学童は駐車場の近くに置きたい

中学校で小学生が
学ぶことで関係を
広くしたい 渡り廊下を作って多目的室とつなぎたい

荷物の出し入れをしやすいよ
うに特別教室を 1FL にしたい

特別支援教室はなるべく静かなところにしたい
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■C 班のワークショップのまとめ内容

■D 班のワークショップのまとめ内容



E, みんなが集まる解放感・動線のよい学校

廊下

屋上テラス 体育館

給食室

特別支援教室

中庭

給食用搬入口

学童

普通教室 3,4,5,6

2FL 理科室、美術室
1FL 音楽室、家庭科室

普通教室と特別教室
を繋げる屋上テラス
が欲しい

1，2 年生は疲れないように
1FL に教室を作る

学童を入口の近くに置きたい

給食室を道路の近くに
置いて運搬を楽にしたい

小学校と中学校
を渡り廊下でつ
なぎたい

中庭で交流ができるようにしたい

体育館は少し遠くに
配置したい

全体に関する意見
・山が見えるようにしたい
・多目的ホールを真ん中に
　置きたい
・多目的ホールを囲むよう
　に教室を配置したい
・音楽室を 1FL においてラ
　ンチルームでご飯を食べ
　ながら音楽を聞けるよう
　にしたい

普通教室 1,2 職員室小・中
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■E 班のワークショップのまとめ内容

　(3) ワークショップのまとめ
　　　全 5 グループから出た意見の中で、多かった意見において下記に整理しました。

　　< 各グループで共通する大きな考え方や配置 >
　　・生徒、児童、町民の交流をつくりたい
　　・多目的ホール、図書館、ランチルームは、特に地域開放が望まれる
　　・多目的ホール、図書館、ランチルームは、既存美里中学校校舎との間につくる
 　　・多目的ホール、図書館、ランチルームは、その他の用途（特別教室、普通教室、
　　　中庭を含む外部空間）とつながりを持つことができる配置
　　 ・特定の時間のみ外部開放される ( あるいは開放が想定される ) 体育館や別動線
　　　が必要とされうる特別支援教室や学童等は正門ではないところから入りやすい
　　　配置
 



付録 -4. 第 4 回ワークショップについて
「学校のビジョンとコンセプトをビジュアル化しよう」

　(1) ワークショップ概要
　　・開催日：8/24　13:30~
　　・これまでのワークショップを振り返りながら、改めてみんなの「意思 ( 町民の
　　　思い )」、「強み ( まちと学校の宝物 )」、「現在地 ( まちと学校の現状 )」につい
　　　て議論しながら、チームごとの「志」を導き出しました。
　　・さらに、その「志」をそれぞれのストーリーや美里らしさというフィルターを
　　　通して、コンセプトへ言語化しました。
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■第４回ワークショップの実際の様子
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　(2) ワークショップ結果

■A 班のワークショップのまとめ内容
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■B 班のワークショップのまとめ内容
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■C 班のワークショップのまとめ内容
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■D 班のワークショップのまとめ内容
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　(3) ワークショップのまとめ
　　　全 5 グループから出た意見の中で、多かった意見において下記に整理しました。

　　・学校を拠点として子供への教育的な視点以外で、何かを「育てる」という視点
　　　が多く見られました。
　　・A 班：地域とのつながりを「育てる」
　　   Ｂ班：本気で向かい合う心を「育てる」
　　   Ｃ班：何もない = 無垢な部分を「育てる」
　　   Ｄ班：美里らしさ ( 自然の豊かさや思いやりの心 ) を「育てる」
　



付録 -5. 第 5 回ワークショップについて「まとめ　発表　みんなで感想」
　(1) ワークショップ概要
　　・開催日：9/20　13:30~
　　・これまでのワークショップを振り返りながら、本計画の概要やゾーニング計画
　　　等を町民の方々に報告しました。
　　・さらに、ゾーニング図に地域住民が描く理想の使い方や「こんな未来が描けそ
　　　う！」という夢を書き出して頂きました。
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■第５回ワークショップの実際の様子
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■A班のワークショップのまとめ内容

　(2) ワークショップ結果
　　



■B班のワークショップのまとめ内容
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■C班のワークショップのまとめ内容
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■D班のワークショップのまとめ内容
75



76

135 55% 96 38%
22 9% 75 30%
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10 4% 9 4%
8 3% 47 19%
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1 9
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7 3%
9 3%
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3 8
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-24 -17
229 229

付録 -6. 中学生アンケートについて
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付録 -7. 美里町立小学校建設検討委員会設置要綱及び委員名簿
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